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日
本
の「
梅
雨
」

は
慣
れ
て
い
な
い

外
国
人
に
は
酷
い

苦
痛
ら
し
い
。

　

稲
作
民
族
の
日
本
人
に
と

っ
て
恵
み
の
雨
も
度
が
過
ぎ

る
と
定
期
災
害
だ
が
、
地
球

上
の
多
く
の
乾
燥
地
帯
を
見

る
と
、遥
か
に
ま
し
で
あ
る
。

　

ゴ
ビ
砂
漠
で
日
本
人
グ
ル

ー
プ
が
植
林
活
動
を
し
て
い

る
。

　

遠
視
野
だ
が
黄
砂
被
害
へ

の
対
策
が
主
目
的
ら
し
い
。

　

現
地
の
砂
漠
化
拡
大
に
よ

り
多
く
の
住
民
が
、
先
祖
か

ら
住
み
慣
れ
た
村
を
捨
て
て

他
所
へ
移
住
し
た
。

　

緑
化
作
戦
が
成
功
し
て
住

民
が
戻
っ
て
き
た
ら
、
中
国

政
府
は
日
本
に
感
謝
し
て
尖

閣
諸
島
の
領
有
権
を
放
棄
す

る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
事
は

あ
り
得
な
い
。
国
家
が
国
益

以
上
に
重
視
す
る
の
は
体
面

と
し
て
の
国
家
主
権
で
あ
る
。

　

制
服
を
着
た
若
い
女
性
は

魅
力
的
だ
が
、
国
家
権
力
の

象
徴
で
あ
る
軍
服
を
着
た
と

た
ん
に
、
人
懐
っ
こ
い
若
者

は
所
属
国
家
の
国
威
に
準
じ

て
、
頑
固
で
融
通
の
利
か
な

い
恐
ろ
し
い
化
け
物
に
変
身

す
る
。

　

せ
め
て
日
本
の
自
衛
隊
だ

け
は
、
大
雨
な
ど
の
自
然
災

害
時
に
頼
れ
る
優
し
い「
兄

貴
」で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

いつでも、どこでも、だれもが、
お金の心配のいらない「保険で
良い歯科医療」の実現を求める

請願署名
みなさんのご協力をお願いします

　来年度の予算編成にむけて、①患
者負担の軽減②保険でよい歯科医療
の実現　　などを求める患者署名に
取り組んでいます。患者からの声こ
そが、国会行動での力になります。
ぜひご協力ください。

池田市議会、全会一致で意見書
府下で10市町、過半数の採択をめざす

　

協
会
北
大
阪
地
区
は
池
田

市
６
月
定
例
議
会
に
「
保
険

で
よ
い
歯
科
医
療
の
実
現
を

求
め
る
意
見
書
」
を
提
出

し
、
６
月
26
日
、
全
会
一
致

で
採
択
さ
れ
た
。
同
地
区
で

は
、
２
０
０
７
年
か
ら
同
市

議
会
に
む
け
て
全
会
派
要
請

に
取
り
組
み
、
保
団
連
・
協

会
が
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
持
参
す
る
な

ど
し
て
、
市
議
会
議
員
に
繰

り
返
し
訴
え
て
き
た
。

　

協
会
は
こ
の
間
、
歯
科
医

療
改
善
運
動
の
一
環
と
し

て
、
社
会
保
障
費
削
減
路
線

の
転
換
、
医
療
費
総
枠
の
拡

大
、
患
者
負
担
の
軽
減
、
診

療
報
酬
の
引
き
上
げ
、
安
心

で
普
及
し
て
い
る
技
術
の
保

険
導
入―

―

な
ど
を
求
め
る

地
方
議
会
意
見
書
採
択
の
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　

す
で
に
大
阪
府
下
10
市
町

国際的に低い無歯顎者率
補綴の保険給付が健康に寄与

（表）20本以上の歯を有する人の割合の年次推移
年齢階級（歳） 1987年 1993年 1999年 2005年
40～44 91.8 92.9 97.1 98.0 
45～49 80.9 88.1 90.0 95.0 
50～54 72.6 77.9 84.3 88.9 
55～59 54.9 67.5 74.6 82.3 
60～64 40.1 40.9 64.9 70.3 
65～69 26.8 31.4 48.8 57.1 
70～74 15.2 25.5 31.9 42.4 
75～79  9.4 10.0 17.5 27.1 
80～84  7.0 11.7 13.0 21.1 
85～　  5.6  3.0  8.3 

注）1987年は、80歳以上でひとつの年齢階級（「平成17年歯科疾患実態調査」より）

『
混
合
診
療
』
問
題
に
係
る

基
本
的
合
意
」（
04
年
12
月

15
日
）
で
は
、「
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
改
革
に
よ
り
、
よ

り
分
か
り
や
す
い
制
度
と
な

る
と
と
も
に
、
保
険
診
療
と

保
険
外
診
療
と
の
併
用
に
関

す
る
具
体
的
要
望
に
つ
い
て

は
、
今
後
新
た
に
生
じ
る
も

の
に
つ
い
て
も
、
お
お
む
ね

す
べ
て
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
し

て
、「
選
定
療
養
（
保
険
外
併

用
療
養
費
）」が
混
合
診
療
と

そ
の
本
質
に
つ
い
て
変
わ
り

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

混
合
診
療
と
変
わ
ら
な
い

「
選
定
療
養
」
を
補
綴
分
野

で
拡
大
す
る
こ
と
は
、
必
ず

補
綴
外
し
の
道
に
進
む
こ
と

に
な
る
。 

（
つ
づ
く
）

保
険
の
給
付
対
象
と
な
っ
て

お
り
、
窓
口
負
担
率
も
他
の

処
置
と
変
わ
ら
な
い
。
ア
メ

リ
カ
で
は
加
入
し
て
い
る
保

険
次
第
で
あ
り
、
イ
ギ
リ

ス
、ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
な
ど

は
、「
補
綴
」の
患
者
負
担
が

他
の
処
置
よ
り
高
く
な
っ
て

い
る
。
補
綴
の
保
険
給
付
が

日
本
人
の
歯
の
健
康
に
大
き

く
寄
与
し
て
い
る
。

　

そ
の
補
綴
の
保
険
給
付
に

つ
い
て
、
昨
年
、
江
藤
一
洋

日
本
歯
科
医
学
会
会
長
が
大

阪
の
学
会
で
「
補
綴
外
し
」

発
言
を
行
い
話
題
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
久
保

満
男
日
本
歯
科
医
師
会
会
長

は
「
日
歯
の
方
針
と
違
う
」

と
し
た
。

　

し
か
し
補
綴
外
し
の
流
れ

が
動
き
始
め
て
い
る
。昨
年
、

厚
労
省
は
、「
歯
科
分
野
で

　

日
本
は
、
高
齢
者
で
も
無

歯
顎
の
人
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
。『
歯
科
医
療
白
書
２

０
０
８
年
度
版
』（
以
下
：

白
書
）
に
よ
る
と
65
歳
〜
74

歳
の
無
歯
顎
者
率
は
、
イ
ギ

リ
ス
36
・
０
％
、
ア
メ
リ
カ

23
・
９
％
、
ド
イ
ツ
22
・
６

％
、
フ
ラ
ン
ス
16
・
３
％
に

比
べ
、
日
本
が
10
・
４
％
と

非
常
に
低
い
。

　

20
本
以
上
の
歯
を
有
す
る

人
の
割
合
は
、
60
歳
〜
64
歳

で
７
割
、
80
〜
84
歳
で
も
２

割
で
５
人
に
１
人
の
水
準
だ

（
表
）。

　

こ
う
し
た
状
況
の
達
成

は
、
国
民
皆
保
険
制
度
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
特
に

日
本
は
、
補
綴
が
公
的
医
療

の
選
定
療
養
の

活
用
」
を
方
針

と
し
、
日
歯
も

「
選
定
療
養
の

拡
大
」
を
方
針

と
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
「
選

定
療
養
の
拡

大
」
イ
コ
ー
ル

「
補
綴
外
し
」で

は
な
い
。
し
か

し「
選
定
療
養
」

が
で
き
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た

厚
労
相
と
規
制

改
革
担
当
相
と

の
「
い
わ
ゆ
る

　

協
会
政
策
部
は
、
歯
科
医
療
を
め
ぐ
る
様
ざ
ま
な
問
題
を

イ
ラ
ス
ト
入
り
で
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
パ
ン
フ
「
保
険
で

よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
目
指
し
て
」
を
発
行
し
た
。
そ
の
内

容
を
数
回
に
分
け
て
解
説
す
る
。

で
同
意
見
書
は
採

択
さ
れ
て
お
り
、

今
後
も
府
下
の
地

方
議
会
の
過
半
数

で
の
採
択
を
め
ざ

し
て
、
未
採
択
の

自
治
体
に
対
し
て

「
自
主
共
済
の
保

険
業
法
適
用
除
外

を
求
め
る
意
見

書
」
と
あ
わ
せ
て

要
請
し
て
い
く
。

  

歯
科
医
療
の
実
現  

①

協
会
政
策
部

協
会
政
策
部

保
険
で
よ
り
良
い

保
険
で
よ
り
良
い

報告集会で「運動の積み上げが意見陳述の大きな力になった」
と話す高本氏＝10日、弁護士会館内　　　　　　　　　　　　

オンライン撤回訴訟
高
本
医
科
理
事
長

原
告
団
長
意
見
陳
述

医
療
崩
壊
招
く
行
政
は
認
め
な
い

第
１
回
口
頭
弁
論 

原
告
ら
80
人
が
結
集

　

全
国
か
ら
４
４
９
人
の
医
師
・
歯
科
医
師
が
原
告
団
と
し
て
参
加
す
る
、
レ
セ
プ
ト

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
撤
回
訴
訟
は
10
日
、
第
１
回
の
口
頭
弁
論
を
大
阪
地
方
裁
判

所
で
む
か
え
た
。
全
国
か
ら
約
80
人
の
原
告
者
・
支
援
者
が
同
地
裁
１
０
０
７
号
法
廷

に
結
集
し
、
法
廷
内
を
埋
め
尽
く
し
た
。

　

「
私
た
ち
医
師
か
ら
強
制

的
に
仕
事
を
取
り
上
げ
、
地

域
医
療
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う

な
行
政
は
、
行
政
の
名
に
値

せ
ず
断
じ
て
認
め
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
」―

―

。
第
１

回
口
頭
弁
論
の
意
見
陳
述
に

立
っ
た
高
本
英
司
原
告
団
長

（
医
科
協
会
理
事
長
）
は
、

裁
判
官
に
訴
訟
に
至
る
思
い

を
訴
え
た
。

　

高
本
氏
は
、
①
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
義
務
化
に
対
応
で
き

な
い
医
療
機
関
が
廃
院
に
追

い
や
ら
れ
、そ
こ
に
通
っ
て
い

る
患
者
に
も
深
刻
な
影
響
を

与
え
る
②
患
者
の
病
名
な
ど

深
刻
な
個
人
情
報
の
漏
え
い

③
個
人
情
報
の
一
般
企
業
に

よ
る
目
的
外
利
用
や
、
国
に

よ
る
医
療
費
抑
制
へ
の
利
用

―
―

な
ど
、
レ
セ
プ
ト
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
医
療
破
壊

の
影
響
を
指
摘
し
た
。

河
村
弁
護
団
長

提
訴
の
趣
旨
陳
述

　

河
村
武
信
弁
護
団
長
が
代

理
人
と
し
て
、
裁
判
の
意
義

や
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

河
村
氏
は
①
医
師
・
歯
科

医
師
が
行
う
診
療
行
為
は
高

い
公
共
性
を
持
つ
人
格
権
的

権
利
で
あ
り
、
請
求
の
方
法

を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
限
定
す
る

こ
と
で
開
業
医
の
一
人
で
も

廃
院
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

は
さ
け
る
べ
き
②
人
の
権
利

を
規
制
す
る
の
は
、
国
会
で

制
定
さ
れ
る
法
律
に
基
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
政
立

法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
③
オ
ン
ラ
イ
ン
義

務
化
は
、
患
者
の
自
己
情
報

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利

を
侵
害
し
、
こ
れ
に
加
担
さ

せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し

ま
う
医
師
・
歯
科
医
師
の
人

格
権
を
も
侵
害
す
る
も
の
で

あ
る
④
平
成
16
年
の
行
政
訴

訟
法
の
改
正
に
よ
り
、
同
法

第
４
条
に
「
公
法
上
の
法
律

関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴

訟
」
が
加
え
ら
れ
た
の
に
、

被
告
で
あ
る
国
は
答
弁
書
で

は
こ
の
立
法
意
思
を
全
く
配

慮
し
て
い
な
い―

―

と
４
点

に
わ
た
り
問
題
点
を
指
摘

し
、
裁
判
所
に
事
態
の
重
大

性
と
深
刻
さ
を
訴
え
た
。

報
告
集
会

裁
判
を
国
民
の
世
論
に

　

口
頭
弁
論
後
に
大
阪
弁
護

士
会
館
で
開
か
れ
た
報
告
集

会
で
河
村
弁
護
団
長
は
、

「
医
師
・
歯
科
医
師
が
医
療

行
為
を
で
き
な
く
な
る
人
格

権
の
問
題
と
同
時
に
、
受
診

す
る
患
者
の
側
か
ら
見
れ
ば

生
存
権
に
か
か
わ
る
問
題

だ
。
ま
た
、
裁
判
官
は
国
民

か
ら
事
件
が
ど
う
見
ら
れ
て

い
る
か
気
に
し
が
ち
で
あ

る
」
と
指
摘
し
、
裁
判
を
国

民
の
世
論
に
高
め
て
い
く
必

要
性
を
訴
え
た
。

　

神
奈
川
訴
訟
原
告
団
幹
事

長
の
入
澤
彰
仁
氏
と
、
弁
護

団
事
務
局
長
の
小
賀
坂
徹
弁

護
士
か
ら
連
帯
の
あ
い
さ
つ

が
寄
せ
ら
れ
た
。
入
澤
氏
は

「
大
阪
と
神
奈
川
あ
わ
せ
て

全
国
で
２
２
０
０
人
に
も
お

よ
ぶ
保
険
医
だ
け
の
裁
判
は

今
ま
で
に
な
く
、
と
も
に
助

け
合
っ
て
闘
っ
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

　

住
江
憲
勇
保
団
連
会
長
か

ら
、
保
団
連
も
連
帯
し
て
取

り
組
む
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

　

裁
判
の
第
２
回
期
日
は
、

９
月
25
日
午
後
１
時
15
分
〜

１
時
30
分
に
決
ま
っ
た
。

保険でよい歯科医療を求める


